
X８．DX後に期待される効果 10

FAQ、ウェブサイトの充実など、相談に至る前の消費
者自らの解決支援を強化

電話や対面の相談に加え、メール、ウェブフォーム、
SNS、テレビ会議システムの活用など、消費者の
ニーズや属性、相談内容に合わせ、相談手法を多
様化
それぞれの手法の特性に応じた棲み分け、両立、効
率化が図られるよう検討

電話相談時の音声テキスト化、相談履歴やマニュア
ル類の画面自動表示など、相談業務を支援するシ
ステムを導入
あわせて、業務プロセスの効率化、システムへの入力
項目の削減・入力サポート等、業務を効率化

データ検索の使い勝手の改善や、新たなデータ分析
手法による事案の早期発見、FAQの作成補助など、
データ活用機能を強化

PIO-NETの専用回線、専用端末、独自開発等の
自前主義から、インターネットと市販のクラウドサー
ビスを活用するシステムへの移行

消費者（相談者）にとっては、トラブル解決のための選択肢
が広がり、情報や相談窓口へのアクセスが改善することで、不
満の解消につながり、利便性が高まる。

相談現場では、消費者自らの解決の促進による相談対応の業
務を軽減する。

政策推進や分析の現場では、分析機能の充実や幅広いデータ
の利活用の促進により、相談対応の質の向上や消費者への迅
速な注意喚起、法執行、制度改正等を通じた、被害の未然防
止、再発防止機能が強化される。

DXに際しての主な検討のポイント 期待される主な効果

データ入力の負担軽減のサポート、参考資料や相談員向け
FAQの充実、画面上での容易な参照、相談者との資料やりとり
のデジタル化等、業務を支援する様々な仕組みの導入、業務プ
ロセスの効率化を図り、相談業務の負担の軽減や、相談員が
応対に集中し十分に能力を発揮できる環境を提供する。

場所に捉われない汎用的なシステム環境を導入することで、多
様な働き方ができる環境が醸成される。

業務負担が軽減されることで、人が行うべき業務へ集中すること
ができる。これまで電話がつながらなかった相談者から相談を受
け付けられ、デジタルが得意でない相談者や、より助けが必要
な相談者に対し、手厚い対応ができるようになるほか、消費者
教育の推進や見守りの強化にもつながる。



X９．10年後の未来イメージ① 相談員編 11



X９．10年後の未来イメージ② 消費者（相談者）編 12



X10．DXに当たっての留意点 13

項目 検討の方向性

• Web相談の場合、デジタルが苦手な相談者がいたり、
コミュニケーションが一方的になりやすい。また、文字だ
けでは相談者の反応や、トラブルの状況、問題点、背
景等が把握しにくいのではないか。

• Web相談では、文書による回答内容が誤解されるこ
とのないよう別の者のチェックが必要となるが、その場合
に回答が遅くなったり、業務が滞ったりするのではない
か。

• Web相談を始めた場合、相談件数が急激に増え、
相談対応が追い付かなくなるおそれがないか。

• FAQやAIチャットボットについて、定型的な回答で済
むような相談ばかりではなく、どこまで対応できるか。

• Web相談、ビデオ会議などのデジタルツールを利用す
る際のセキュリティをどう確保するか。

 消費者のニーズ（昼間に電話できない、メールで相談したい、電話してもつながらない…）に応えきれなかったり、
電話対応や入力業務で多忙であるなどにより、（潜在的なものを含め）消費生活相談に十分対応しきれない
のではないかといった課題がある。業務のやり方が変わるに当たっての不安も想定されるが、消費者のことを第一
に考え、DXにより、FAQの充実など消費者による自己解決の支援を強化するほか、相談手法の多様化によって
より多くの選択肢を提供するなどにより、消費者の利便やより多くの方のトラブル解決に資することができないか検
討する。

 DXの推進は、電話・対面による相談をなくすものではなく、それぞれの相談手法の特性に応じた棲み分け、両立
を図り、全体として、効果的・効率的に相談業務を実施するとともに相談の質を確保できるよう検討する。
（例えば、サポートが必要な相談者に対しては手厚い電話・対面対応を行う、Web相談に複雑な相談が寄せ
られた場合の電話相談へのスムースな切替など）

 既にWeb相談に対応している他の事例も参考にしながら、システムの導入だけでなく、応対マニュアルの整備、回
答案作成の支援や研修の在り方等を検討する。

 国民生活センターにおけるFAQの整備など、消費者による自己解決の支援を強化するような仕組み等（消費
生活相談に該当しない相談について適切な他機関を紹介することを含む）を検討する。その際、自己解決に向
けたポイントや考え方を示すなどし、自分で解決に取り組んでみようと思えるようなFAQの提供を検討する。

 あわせて、相談支援システムによる業務の効率化、センター運営支援システムの導入や地域間連携の在り方、
デジタルツール活用の際のセキュリティの確保も含めたガイドライン等も検討する。

DXを導入しなかった場合の未来
（P.3に示すような様々な課題が想定される） DXを導入した場合の未来

「消費者のことを第一に考える」視点を軸に、様々な課題を解決するためにDXを推進。
その際、現場の声を活かしながら進めていく。



X11．当面の進め方
 今回の中間的とりまとめを基に、有識者、関係者の意見を聞きつつ、相談現場が特に関心を

持つポイントを中心に、具体化に向けて更なる検討を進める。
 本年度冬には、協力が得られた地方公共団体で、CRMシステム等を活用した実証実験に

よる課題の検証を行い、その結果も踏まえ、本年度末を目途に更なる具体化を進め、「消費
生活相談サービス標準ガイドライン（仮称）」など、地方公共団体がDXを進める際のモデル
を作成する。

 来年度以降は、これらを基に、地方公共団体への説明や理解の増進、助言などを行い、地
方公共団体におけるDXの推進を支援する。PIO-NETの刷新の詳細設計、分析手法の模
索と高度化に向けた検討を進めつつ、職員や相談員への研修などを丁寧に行い、DXを進め
ていく。

 システム開発を待たずとも取り掛かれる、相談機能の向上や業務の効率化については、でき
ることから実施に移していく。特に、相談者との接点（タッチポイント）の部分では、

• 地方消費者行政強化交付金等を通じて、メール、Web会議システム等を活用した相談
受付、地方公共団体間の連携への活用など、地方公共団体におけるデジタル化の取組
を積極的に支援する。

• 国民生活センターにおいては、消費者向け、相談員向けのFAQの作成・更新を継続的に
行える体制を検討し、作業に着手する。また、消費者庁においては、SNSを活用した相
談について、実用化に向けた実証実験を行い、マニュアルを作成する。
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X12．中長期の大枠のスケジュール

2021年度 2022年度 2023年度～
計画

サービス・業務
企画

プロトタイプ
実証

業務等見直し

新システム整
備

新体系へ移行

消費者庁 消費者庁・
国セン 国セン 地方

計画策定 進捗管理、計画の段階的詳細化、更新

サービス標準
ガイドライン作成

モデル条例作成

標準業務モデル作成

DXプロトタイプ
作成

サービス標準ガイドライン更新

標準業務モデル更新

試行

民間の取組紹介

プロモーション
準備

地方
説明会 業務見直し支援

業務等見直し

業務等見直しにあわせた新システムのあり方・要件検討

業務等見直し

データ分析手法の検討 FAQの作成フローの検討、作成

新システムの整備・データ移行

OA環境の整備

研修・訓練内容の検討 研修・訓練 リハーサル

関係者全員

新体系運用

FAQの作成、評価、更新、削除

新
業
務
・
シ
ス
テ
ム
体
系
へ
完
全
移
行

強化交付金等による支援

SNS相談の実証・
マニュアル作成

凡例
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